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陳錫文 郵陳錫文改革論集』

(中 国発 展 出版 社 、2008年7月 、2+2+2+209頁 、 圭7,5万 字 、 定価30元)

(一一)

本書 は、中国改革三十周 年 を記念 して企画 された 「中国経 済学 家改革論叢」(全15集)の 一つ で

ある。 著者 の陳錫文氏 は、中国社 会科学 院農業経済研 究所(1982-85)、 国務 院農村発展 研究 セ ン

ター(1985-90)、 国務 院発展研究 セ ンター農村研 究部(1990-2003)、 その後、中央財経領 導小組弁

公室(中 央財政経済指導 グ/v一 プ業務部)講 主任 、中央農村工作領導 小組 弁公室(中 央農村指導 グ

ループ)主 任 、中国共 産党X16、17次 金 国代表大 会代 表、all期 全国政治協 商会議 委員 、同経済 委

員会認主Ttな どを歴任 した。 その他 、中華全 国供 錆合作祉 監事 会監事 のほか、中共中央 党校 、中国

入民大学 、申国農業大学 、海江大学 、上 海交通大学 、西南財経 大学 、南東 農業大学 等の兼職教授 で

もある。

こう した経歴 から も分 かるように、陳錫 文氏 は、終始 、中国における農業 ・農村 政策 を対象 とし

た研究 に従事 してきてお り、80年 代 中期 以降、党中央 お よび国務 院における農村 政策の多 くの起草

文書 に深 く係 ってきた農業問題 の第一 入老 である。

(二)

本書 は、著者が これ まで書 きとめた中国の農業 問題 とりわけ農業 政策に関する諸論稿 を年代甥 に

奴録 した ものであ る。1985'の 「国民経済の構造変動 と郷鎮企業 の発農 」に始 ま り、r農 村経済発

展の要 は正確 に農民 に対応 する ことで ある」(1990年)、X90年 代 の農樗改革 と発展 が直1す る新 問

題」(1992`)、 「農家講負経営 を基礎 に してictlf次農業 の現代化 を実現す る」(!998年)、 「農業税 、農

業特産税 、豚 屠殺税 お よび教 育資金収集 の一年停 止 に関す る建議」(!999年)、 「食糧流逮体制の改

革 をい っそ う 一一な ものにする ことに関す る若干の建議」(1999'x=4月 〉、「食糧供給 情勢の転換 と

農業樽造の調整」(2000年)、ri新 段階の農業 ・農村 ・農民 問題」(2001年)、 「社会主義新農村建設 の

推進」(2005年)、 「当面の わが 国の農業 ・農村 ・農浸 閣題」(2006年)、 「1iBIの農村土地政策 にお い

て重視すべ きい くつかの間題」(2006年8月)、 濃 村 にお ける最 低生活保障制 度を普遍的 に樹立す

る ことにICJする建議」(2006年!1月28日)、 「都市 と農村の経済杜会 の発展 を統一 的に謙画 し、 似 工

促農、以城帯郷壽 の長期的 に効率性 を発揮 できるメカニズムを樹立 し、積極 的に祉会主義Mfr農村 の

建設 を推進する」(2007年)、 「当面の農産品摘格の上昇 にお いて油意すべ きい くつかのf」題」(2007

年6月)、 ギ当面 の農 業農村経済社 会情勢 と主要 政策 に関す る問題」(2007=F9月6CI)、 「中国の特

色ある農業現代化の道」(2007年10月)の 主要16論 文が収録 され ている0

中国 の農業政策が どの よ うな方向性 を有 してい るか を点検す る上で いず れ も貴重 な論稿 であ る

が、紙幅の関係 もあ り、 これ ら論文の一つ一つ について紹介す ることはで きない。 ここでは、 申国

農業がい まどの ような問題 を抱 え、それ らにいか に繋処 しようと しているか 、とい うことに焦点 を

絞って、少 し論評 してみたい。
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(三)

周知の ように、中国が当面する農業問題 はr三 農問題」 と称 され る。農業 ・;n#f・農民のそれぞ

れ に関す る問題が～体 となって大 きな問題 を形成 してい るとい うことであ り、國家の政策 もこの三

方面 にお ける困難 を総合的 に解決で きるもので なければ ならない。

中国は、改革 開放以後、農業分野 にお ける政策 目標 として食糧増産 を掲 げ、農業投資の増大 と農

業技術 の増進 を図ってきた。1995年 以来、5年 連続 して食糧生産 は増擁 し、備蓄量 も拡大 した。98

年10712-14Qの 「鋤5期 三 中全会」 にお ける食糧需給情況報告で は、「総量 におい てほぼ均衡、豊

作 時には余剰」 とされ、この段階 におい て、金社会の食糧余剰量 は約5000億kgに 上 り、 ほぼ1年 の

産量 に匹敵す るまでになった。 こう したなかで 、都市居民の消 費動 向に変化が生 じ、貯蓄傾向の増

加(消 費対象 は住居 ・車 ・教育 のほか老齢保険等へ傾斜)と ともに、食料 品(な かで も食糧、 肉お

よびその加工 品)に 対 する支 出低下 が起 った。農 産晶僕給 の急速 な増大 に比 して、需要 は拡大す る

のではな くむ しろ縮小 した。都市罵畏 の消 費では食糧 の量 か ら質へ の転換 、さ らに動物性 蛋白質の

摂 取における鶏 ・卵 ・水 薩品等 の消 費が顕著 になったが、他方 、農民 の食 品消費籔 の増加 率はいま

だ最高峰(豚 ・羊肉類 の消費水準 は都市居 民の60°0、鶏 では50%、 卵 ・水0'Qqで は40%)に 達 して

いない とい う状況 にあった。 もちろん、こ うした当面の食糧過剰情 況は、椴 階的 ・構造 的 ・地域

的 な性 格 を有す る過剰」 かつ 「低 消 費水 準下 で の過 剰」 にす ぎず 、「暫 時的 ・特 殊的」 な もので

あった。

こう した情 況に対 して、98年 末 の 「中央 農村 工作 会議」 は、「農業 お よび農村経済の発展 は新段

階 に入 った」 とい う認識 に基づ き、戦略的構造調整の必要性 を強調 した。その調整は、初級農産品

を酪農品 ・畜産品 ・水産品 に転化 させ農灘加工品 を増大 させ ることを臼標 に、① 作付藏積(食 糧 ・

綿花 ・糖類の作付減少)、 ②作付品種(水 稲早稲種の減少、水稲 ・小麦の優良種の増加)、 ③優位化

地域 限定(小 麦 ・トウモ ロコシなど)を 行 うことであ った。2000年 には、 この構 造調整 を国民経済

全体 の構造 調整の もとで推進 させ る と して、「第15期 三 申全会 」で決議 され た郷鎮企業 の継続的発

展 を基礎 に農村部の非農業 人口を吸収す る 『小城鎮」の建設促進が強調 された。いずれ にせ よ、長

期 的には、食糧の生 産能力 の向上 と保持す ることが図 られ た(そ の際、 日本の よ うな食料 自給率の

低位 な国家 になるべ きで はないという教訓が強調 され た)。

この ような新段 階(食 糧供給 の過剰情況)に おい て、農業 ・農村 問題 として急 浮上 した課題 は、

農民収 入増長 率の低 下 と農業 の減叡 であった。 その後 も、農民叡入 の増長率 は97年 以 降下 降をたど

り、2003年 には3.4%に 下落 した。 この年 の都市屠民 の可処分所得 の増長率 は7.2%で あ り、農民の

可処分所得 の増長 率はこの半分 に も至 らなかった。 このため、都帯居民 と農民 の所得格 差は より拡

大 したが、それだけではな く、地域 的格 差 も臼立ちは じめた。2000年 、上 海農畏 の一 人当た り収 入

は5596元 であ ったのに婦 して、貴 州農民の収 入は1374元 にす ぎなかった。 こうしたこ とは、農民の

農業か らの純収入が減少 している ことを表現 していた。90年 代 中期 か らの こうした現 象は、農産品

価格の上昇が すでに限界 に達 し(国 際市場水準 をは るか に凌駕)、 これまでの ように国家が 食糧 の

買付懸格 を引上 げるこ とがで きな くなった(96年 に農民 の一 人当 た り純 収入が9%増 を示 したの

も、国家買付価格が46%増 も引上げ られたか らである)こ とに腿係 していた。

農畏収入の増長率停滞の重要 な要麟は、農民の就業困難にあ り、農業外収入 を得 る道が途絶 して

いることにあ った。2000年 の農村 におけ る総労働人口 は4.8億 入、 うち農業(林 ・牧 ・漁業 を含む)

に従 事す る労働 者 は3.31,s::人、全労働 人nの46.1%を 占め る。他 方、2000年 の国内総生 産(GDP)
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に占める農業生産の比率は15.9%に す ぎないので、農業の労働生産牲 は祇会的平均の3分 の1程 度

しかな く、これでは農民は農業に頼 るだけでは生活 していけない。 この主要な原隆は耕地に対す る

農業労働 の過重 にある。90年 代初期頃 までは、郷鎮企業の発展が農業(秣 ・牧 ・漁業を含む)に お

ける余綱労 働を吸収 して きたが、その後、郷鎮企業それ 自身が構 造調整 と体 制の革毅に迫 られる と

い う転換 点 を迎 え、余剰労 働力 を吸収す る どころか、97-98年 には!000E人 もの雇用劇減 を余儀 な

くされ、農業従事者 が反転増加 した。農罠 が級入 を得る甥のルー トをみいだ さない限 り、 もはや農

fと りわけ郷鎮企業 に依存 してこの聡題(農 民収 入の増 撫を含 む農業 ・農村 問題)を 解消 で きな

い段階 にきていた。農民双入 の増長率 を拡大 するには、農民を農樗部 か ら流 出 させ て就業機 会を増

加 させ る しかない。現在 そのメカニズムが機 能 していないのである。近年 の農民増収 のCl難 は都市

化の進展が緩慢化 して いることと直緩 関係 していた。

79-951Fの 間、都if7人撒比率 は17.9%か ら29.0%に 増 大 した。年 平均増IJII率は0.6541-fン トで

あ ったが、96-99年 聞 には、 それが0.463ポ イン トに低下 した。 いうまで もな く、都市への農民流入

は これ まで40数 年間厳 しい}闘{艮を受 けてきた。関係部 潤による規定で は、年 問の £農転非農」指数

は都市総 人口の0.15%以 内 に綱限 され ていた。従 って、2000年 の セ ンサス による都市人 口は4億

5844丁 入であったか ら、農民流入 と して許容で きる入 測は68.5万 入 にす ぎず、毎年の農栂人 灘の増

加分 の12%に も及ばなか った。明 らか に、農民の都市流入制限措概 と 「農民の滅少(篇 農民収入の

増IJQ)」政策 は背馳 していた。 これ を郷鎮企 業のい っそうの発展 と就業機会 を求 めて流動 す る 「農

罠工 」大 群に よって克服 して きたのである。陳錫文氏に よれば、 まさに 「農民双入の増iJflを真に考

慮 するな らば、政策の力点は農民の就業機 会の増加 に遣かなければな らないのであ って、そ うでな

ければ、農浅級 入の増 長 を抑 鯛するだけではな く、農業労働生産牲の持続的低 下 と農産品 コス トの

持続 的上昇 を ももた らし、農 業総体 の競 争力 を喪 失 させる ことになる」 とい う。当然、 こうした こ

とは、国内市場 の拡大 を陽止す る重 大 な要 鷹 として も作 用す る。実際 、農民一 入当た り消費支 幽

は、97年 以 降減少 を続 けている(2000年 に溝費額が増大 したが、変動性 のある商品や交通費 ・医療

費 といったサー ビス関係 費 目の増大 にす ぎない)。 とくに、 こう した消 費支出の減少 は農業 を主 た

る収入源 とす る農民 に特有 な現 象であった。

このため 、97年 のアジア金融危機以 後、党 中央 ・政府 は、内需拡大 方針 を もって臨んだが 、いま

だ巨大 な国内市場 は 「潜准的 に存在す る」 という状態 に留 まっていた(2000年 、[4b-t;<人に1は全人 口

の63.8°0、芦籍上 の統計 で473.3%を 占め る)。内er:itn拡大 策が農s'_Cllal.nn販売 の拡大 と農民の就業機会

の増大にG」-Triびつか ないか ぎ り、有効 に作用 している とはいえない。最近 の注 目すべ き政策 は、大規

撲投資の インフラ整爾 と小都市労鋤者の収入増加 を醒るこ とで あったが 、農民収入 を増大 させ ると

い う顕著な効果 を挙げ るまで になって いない。大規模 インフラ投 資は農疑の就業機会の増加や郷鎮

企業の需要 に繋が ってい ないか らであ る。農轡小城鎮での労働者双入の増加 は、統謎 によれ ば、佐

宅 ・教育 ・旅行等の新興消費市場の拡張 と貯蓄増 に吸奴 され、C1'<un等の増加 に結 びついてい ないの

である。陳錫文氏は、いかに内需拡大政策 を農業 ・農村 ・農民 に傾斜 させて、農民奴入 と食品消費

の増IJflを促 すかが重要な課題である と してい る。

こ うしたなかで提 起 された農業 ・農村経済発展の戦略的構造調整は、①全彌的に農産晶種の優位

化 を図 り、農産 晶の品 質向上 を実現 して、農業 をCIQt]質と効 率の向上 を中心 とす る軌 道 に乗せ る こ

と、② 優位 農業 区を設置 して、各地農業に比較優位 を発揮 させる こと、③ 農産品1111エを促進 し、農

産品慰 直を高 める とともに産品の多様 化 ・豊審化 をLIh、 農業の産業化経営 を通 して農業お よび農
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村経済の組織化 を実現す ることで あった。 この現実的方策 と して 、④積極 的 ・安定的 に農村部 にお

ける 「小城鎮化」が提起 された。 申国の特色あ る都議化戦略 は、大 ・申 ・小の都市化 と 「小城鎮」

化の協調発展 であ り、と りわけ農村人 口の早急 な転移 という観点か ら小城鎮化が 強調 された。大 ・

中の都市化 は農翼の都市での就業機会の拡大 を もたらす とはいえ、こういった都市で の生活水準 と

祇会保障の要求 は、農民が短期的 に都審生活 を送 るこ とをQ難 に している。実際 、農畏 は、大 ・申

の都市 で 「農民工」 と して働い た後、再 び原籍 の県 ない し鎮 に戻 って非農業人 口に転化す るのであ

る。陳錫文氏 によれ ば、 この現実 から出発 して人GI4000～5000ほ どの 「小城鎮」形成 に重点 を罎 く

べ きであるという。

また、陳錫文氏 は、二つ の農村基本政策 につ いて論 じて いる。一つ は、農民 の負担軽減策(税 費

改革)で あ り に のため には、①基層地方政府 にお ける財政体1劉の改革 、②政麿機構 のi整備 、③地

域経 済問題への取 り組み 、④幹 部の作風問題 の是正 、が必要 とされる とい う)、 もう一つ は、 この

農業構造調整 中に現 れた土地請負 関係 の安定化 と土地使用権 の流動化 に関する問題 である。 ここで

は、 とくに後者 の問題 につ いて考察す る。農業部の統計 によれば、何 らかの形 で土地使朋権が流動

化(=集 中化)し ている耕 地比率 は全請負耕地面積 の5～696で 、多 くは沿海部 の発達 した省市 に

み られる現業 である とされ、こ うした ところ(県 ・市)で は、20～30%に 達す る場合 もあるが、内

陸部 では1～2%に す ぎないとされる。 陳錫文氏 によれば、こう した現実 を注視 しない論調 がマス

コミ界のみな らず 、挙界 の一部 に存在 しているこ とを批覇 している。 こ うしたこ とに関連 して、現

在、「反穣 倒包(請 負農家 に一 定の賃借料 を支払 い耕 地使用権 を郷村 に圃収 し、その耕地 を外 来公

翔や大農家 に貸 出す 、あるいはその郷村が集 団経営 化す る)」が一部 地域 で急速 に拡大 して いるこ

とを取 り上 げ漫、 そう したこ とは、形式の如何 を問わず、郷栂組織が手 に入れる他所への貸料 は農

家に支払 う借料 を上 阿っていなければな らないので、この方 式は郷村幹 部に大 いなる利益 を もた ら

している と指摘 している。 もちろん、この 「反稚倒包 」に も種 々あ り、ある地 方では、農地 講負 政

策を厳格 に執 行 し、農民 の土地権益 を保 障す る とともに農業効率 の向上 や農民所得 の増加 を実現 し

ているが、多 くの地方で請負政策に反するこ とがr一じている として、その問題 点 を例示 する。

第～は、郷村組織 が農家か ら講負地を賃借 する場合 、農 家の意志 を無視 して、 さま ざまな不 含理

な付 繍規定 を設けるだけでな く、再貸 鵬 しについて も強翻 的に条件 の悪 い土地を押 し付 けるな どし

て、最終的には農家にその使用権 を郷村 に回収 させ る ような手段 を取 っている。第二は、土地請負

権 と経営働 肩権 との混岡が生 じ、ある地方では、農家が土 地使用権 を貸 出 した後 、名義上 どうであ

れ、実質的に農家の講負権 が取 り消 されて しまうとい うケースが頻 出 している。い まや使 用権 では

なく、請負権 その ものが賃貸料 に転化 しているのである。 第三は、郷村組織 の農民か らの使用権借

料は比較的は っき りしているが、郷村 がそれを再度 賃貸 した際の収 益関係 が不 透明である。そのた

め、郷村組織 は仲 介料のみ を取得す る とい うのでは な く、「第二の土 地貸付 」的 な地代収入 を得る

ことに なっている。 こうした ことか ら、農家請負経営 に よって農家に 自主経営権 を付与 してい くと

いった政策 胆標が農家に賃借料 を得 させるだけの手段 になって しまい、農家は経 営主体 である こと

を喪失するだけでは なく、郷村組 織が農家か ら講負権 を購 入(回 収〉する とい う事態 が生 まれてい

※ このr反 租倒包」 は ヂ返租倒包」 とも記述 される。一 般的に、南の方では、不動産業 をも含 めて、こう した

貸借関係 を ギ返租圃包」 と し、北 のほうで は 「反租倒包 」 と呼んでいる ようであ る。内容 につ いてはまった く

hlで あ る。
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る。陳錫文氏 によれば、「反租倒勉」 を主 とす る耕地痩燈権 の流動化 と集中化 は、薪 たな農業 問題

に対 する解 決策の一耕症療法であ った として も、 こうした 「動地」が これ ら瓢問題の真の解 決策に

な りうるか どうかは、 さらにい っそ う検 討 しな ければ ならない と注意 を喚起 している。 これに関 し

て、以下の三点の問題 を撮起する。

一つ は、農 巌品の需給 関係 には周 期的 な変動 が あ り、現段 階が い くら供給過乗1にあ るといって

も、耕 地滅 少に結 びつ く政策 を推進する ことが妥轟か どうか。 もう一つは、近来、農民の外 出流動

就業 人口が急増 しているが、その多 くは雇用 が不安定な状 態 にあ り、流動先等に定着 して都 帯労働

奢 になる とい う.`iitRは生 じていない。大多数の農民は、 これか ら先 もなお相当期 間土 地 を生 活保障

の基盤 に しなければな らないのであって、外 部での仕事が見つか らない ときは農地に帰って請負地

に依 存せ ざるをえ ないか ら、農村 におけ る土 地請負 関係 を安 定 させ て 賭肺 一農村問穏 互流動形

態」 の就業 メカニズムを創 出する ことが重要 である。農民 を土地か ら完 全に切 り離 して しまう政策

にいかなる妥 当性 があるのか問われている とい う。最後の一つは、公講(大 企 業〉が 農業や農民の

就業 、延い ては農杓の柱 会構 造 に深 く介入す る ことに短 する問題で ある。農業 における家族経営

は、一種の経営方式 であるのみな らず 、農Pの 生活 方式で もある。旗 界的に も、農業へ の企業 参入

の部面 は農業生産 の前後 の経営 活動 に限 られ、農業生 座その ものへ の参 入はむ しろ1劉限 されている

(日本 では法律 に よってこれ を制 限 した ほか、農民 の耕地所 有に も制 限 を加 えて きた)。 その意 図

は、農業人 口が大k°3に池所へ の移動 を実現 で きないiEf3、大 資本が小 農家を排 除 した り、土地兼併 を

行 うことを禁止す ることにあった。 日本 でそ うした法的劇 限が緩和 されたのは、1961年 になって農

民人 口が27%に 減少 した ときであった(そ れで もなお、企業 の農業生産へ の直接参 入は厳 しく賛1綴

され た〉。小 農家経営 を大 資本で代替す るには、それ楕応の社会的 ・経済 的条件 が必要 なので ある

く農民の就業保障 、農畏 身分 の転化 、土地使用形態 の変化 な ど)。

陳錫文氏 によれ ば、現在 、中國では、農村 人口が 多 く、このなかで公 司や企業 の農業へ の直接参

入制 限 を緩瀦す る ことが 、農畏の長期 的 ・根本 的利 益 になるのか ど うか、真 剣 に考慮 すべ きで あ

り、請負制の 「反租倒包」 や公司 ・企業 の農業へ の直接参入 につ いては慎重 な態度 を とるべ きだと

してい る。商工業の農業分野へ の参入 は、農業生産 の前後過程 に限定 されるべ きであ り、農民への

社会的サー ビスの提供や非耕地で ある農業 資源への 開発投 資の促進 な どこそが奨励 されるべ きであ

ると強調す る。 こう した見解 に対 し、一部の学者 は、30年 不変の土地請負期 間が土地 の流動化 と集

中化の障害 になってい ると主張 してい るが、実際上 こ うしたことは誤解 に基づ く見解 で、党 中央 は

r土地政策三文書」(①87年 の!号 文書で は土地使用権 を耕作考 に集 中させ る、②93年 の中央!1号 文

書に よる請負期聞内 にお ける農民の意志 に基づ く有償流動化 、③97年 の 阯 地講負関係 の安定化 に

関する通知壽 に基づ く流動化 にlllする具体的規定)を 発 出 し、土地請負 関係安定化の基礎上 にむ し

ろ土地使用雍の流動 と集 中を促 してい る。講負期問の長期化 と土地流動化 とは矛盾 した もので はな

い とす る。党中央が強調す るの は、農家の土地講負権 の安定化 とその保障 であ り、農民が請負期問

に 自らの意志でその使用権 を流動化 させ ることを奨励 して いるので ある。 中nの 農業経営 は小規模

経営の問題に直彌 してい るのであ り、 この問題の解決 には、T業 化 ・都帯化 をよ り促進 して、農業

労働力 を大規模に転出 させ なけれ ばな らないのであ る。 こう した ことな くして、土地集 中と経営の

大規模 を先行 させて も意味がない。実際、農民 は雇胴者 になるだ けであ る。



108

(四)

中国の ‐lie問題」は、今後、いかな る解 決方途の もとで どの ように解決 され、いかなる成果 を

上げてい くのか。陳錫文氏は、何 よ りも農民の永耕作権 を保障す ることによって、確実 に農民 を確

保する(食 糧生産の保障)こ とを通 じて、農業の発展 を実現 しようと してい る。そのために、1i41fir

入ロの減少が要であ るとしてい るのであ る。だが、実際の農業問題 において、 こう した農民の永耕

作権 自体が曖昧に なるとい う現象が生 じてい ると して いる。それ は、 これ までの 中国の農業問題の

解決策 として採用 されたrtnlri地請負剃」 に由来す る問題で もあ った。農地それ 自体 を私有化せずに

「集体(団)所 有網」 の ままに して きた ことが、根源 にあ った。2003年 の 「土地請 負法」規定 は、

大都布定伎の農民 を大量 に造出 しようと請負権の放棄 を奨励 したが 、成功裏 にことが進 んでい るわ

けで はない。そ う した こともまた農地の所有制 に関係 してい ることが明 らか になってい る。

管見のか ぎ りで はあ るが、土地所有制 に関 してい えぱ、①現行の集体所蒋制 と農家請1;i1の 維持

を前提 に農 地の有償使用 をよ りいっそ う促進す るため、r反 租倒勉」の ほか 緬 田制(自 家消費以

外 の農地 を共同利 用)」・「三田劇(農 民需要 に応 じて農 地 を三分化 し一部 を 冒的 に応 じた共 同利

用)」・「土地株式合作制(腿 地 を株式化 した共同利用)」 等の共1撰労働 を利胴 した多元化 の促進 、②

土地私有制化 と市場関係 を通 した流動化の健進、③集体所有制 を国家所有制 に改 め、土地国有化の

下で農家の永耕作制 ない し貸借制 を実行す る、等 々の方策 などが論議 されている。 これらはいずれ

も、農地 に対す る所有権 ・請負権 ・使用権 といった複雑 な権利関係が錯綜す る農地 に関す る権利の

明確化 を求め たもの であ ることはいうまでもない。今後、 どのような形 で農地 に対す る農民 の権利

関係が調整 されるのか、そう した動向 を注意深 くみ てい くことに したい。

(西川 専史)


